
介護保険料の年金天引きの均等調整イメージ

◎仮の金額が低く、決定した金額が高い場合
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◎仮の金額が高く、決定した金額が低い場合
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◆問い合わせ先　福祉課　介護保険係　☎85－2247

◆問い合わせ先　健康推進課　医療年金係　☎85ー2137

　介護保険料の年金天引きは、４・６・８月に「仮の金
額」、10・12・翌年２月に「決定した金額」として納め
ていただいています。しかし、所得段階の変更や天引き
回数の変更などで「仮の金額」と「決定した金額」の差
が大きくなっている方がおり、このまま天引きを行うと
１年間の保険料が偏ったままになってしまいます。
　その場合は、１年間を通じてできるだけ均等になるよ
うに、６月と８月の「仮の金額」を変更します。
　なお、対象となる方には５月中旬に通知します。

仮徴収と本徴収とは
・仮の金額（４・６・８月）※仮徴収
　�　前年の所得が確定していないため、仮に算定された
保険料（通常は前年度２月の徴収額と同じ）を納めて
いただきます。

・決定した金額（10・12・翌年２月）※本徴収
　�　確定した年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し
引き、残った額を３回に分けて納めていただきます。

介護保険料の年金天引きを均等調整

　後期高齢者医療保険料の年金天引き金額が、１年間を通じてできるだけ均等になるように、６月と８月の保険
料を変更します。対象となる方には５月中旬に通知します。

◆対象とならない方　
納付書や口座振替で納付されている方４月の保険料と６月の保険料の差が4,000円未満の場合

後期高齢者医療保険料の年金天引きを均等調整
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